
令和４年１０月１７日

青梅市長 浜 中 啓 一 様

青梅市子ども・子育て会議

会 長 坂 井 隆 之

特定教育・保育施設の利用定員の設定について（答申）

令和４年７月２５日付け青子推第３９０号で諮問のあった標記の件につ

いて、当会議において審議を行い、下記のとおりの結論に至ったので答申

する。

記

特定教育・保育施設の利用定員の設定について

１ 今井保育園の利用定員を原案のとおり（１１０人）に設定すること。

２ 上長渕保育園の利用定員を原案のとおり（９０人）に設定すること。

３ 新町西保育園の利用定員を原案のとおり（１５５人）に設定すること。

４ 青梅ゆりかご保育園および青梅ゆりかご第二保育園の利用定員を原案

のとおり（１０２人）に設定すること。

ただし、今井保育園と新町西保育園については令和４年１１月１日、

上長渕保育園と青梅ゆりかご保育園および青梅ゆりかご第二保育園に

ついては令和５年４月１日からの実施とする。

※令和４年度途中に利用定員が変更となる今井保育園および新町西保育園

については、定員が減員後、定員を超える入所申込があった場合には、

都の要綱（保育所設置認可等事務取扱要綱）で利用定員の 20％までを弾

力的運用として認められているため、積極的に受け入れていただくとの

条件を付すこととする。

以 上
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